
町内「定額タクシー」絶賛運行中！

利用条件

期  間

内  容

【利用料金】 ７００円/台

【利用回数】 制限なし

【対象事業者】 町内タクシー事業者（安野タクシー・加計交通・三段峡交通）

【相乗り】 複数名で利用できます。（2 名なら350円ずつで利用できます。）

〇町内に住所を有する方

〇中学生以上の方

【お問い合わせ】安芸太田町役場企画課 ☎ 0826-28-1972

・「morica」をお持ちでない場合は、利用できません。

・目的地は町内に限ります。（一部広島市（宇佐・水内周辺）を含む）

・複数の目的地はご利用できません。

利用について

①町内タクシー会社に直接予約してください。

② 「morica」をご提示ください。

③身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を提示された方は１００円割引き

裏面あり

令和２年度に、５ヶ月間実証実験とした町内どこでも定額で利用できる「定額タク

シー制度」について、利用状況やアンケート調査などから判断し、町の公共交通の１つ

として運行しています。ぜひ声を掛け合ってご利用ください！

令和６年４月１日（月）～令和６年５月６日（月）

※令和６年５月７日（火）からは、「新・公共交通」もりカーへ移行となります。



定額タクシーの利用について

利用証について

〇令和４年１２月から配布している「morica」が定額タクシーの利用証明書としても使用可能です。

※「morica」の携帯アプリでも乗車することが可能です】

利用条件

〇中学生以上の町民の方（年齢に関係なく、自動車免許証をお持ちの方も利用できます。）

料金について

１台７００円（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を提示された方は１００円割引き）

〇タクシーメーター 660円の場合⇒利用者660円＋町負担額  0円

〇タクシーメーター3,000円の場合⇒利用者700円＋町負担額2,300円

利用できるタクシー会社について

〇町内事業者（安野タクシー・加計交通・三段峡交通）です。町外タクシー会社は対象外です。

利用方法について

〇タクシー会社に「定額タクシーお願いします」とお伝えください。

〇乗車時に「morica」を運転手に渡してください。

〇料金のお支払いについては、moricaマネーか現金支払いを選択することができます。

相乗りについて

〇「morica」を所持されている方が1名いれば、同じ場所からどなたでも相乗りできます。

〇1台700円につき、利用者間で割勘が可能です。（2名なら350円ずつ）

※「morica」での支払いの場合は代表者のカードで支払いとなります。

〇病院帰りなど、帰る時間と方向が同じであれば、お互い声かけして相乗りをしてください。

〇タクシー会社で相乗りの調整をすることはできません。

利用回数について

〇１年に９６回までです。

〇相乗りした場合は、代表者1名分のみ利用回数を数えます。

〇事業者からの利用報告で回数確認し、超えた場合は補助分の返還を頂く場合があります。

あなたくとの関係

〇あなたく運行地域の方も、定額タクシーを利用できます。

〇路線ごとに運行曜日が違うため、各運行事業者にご確認ください。

目的地について

〇町外まで利用する際は、町境（町境を目的地とする）までが対象となります。

〇高速道路を利用する場合は、インター入り口まで対象とします。

〇自宅から目的地でタクシーを待機させ、自宅に戻る利用はできません。

〇目的地へのルート上で、1ケ所のみ10分以内であれば「寄り道」可とします。

例えば銀行ATM・コンビニ・郵便局など社会通念上の「少しの寄り道」程度と考えます。


